
東京圏・
大阪圏の
方が対象‼

東京圏・大阪圏に在住で倉敷市へ移住を
希望する方（※）が、市内で「 」
や「 」の移住活動を行う場合に
必要な交通費の一部を補助します。

東京圏：東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
大阪圏：大阪府・京都府・奈良県・兵庫県

交通費の半額（鉄道（寝台券は除く）・航空機・高速バス利用料金に限る）

移住活動期間の前後5日以内かつ自宅の最寄駅から倉敷市内の最初の到着駅までの最短経路のみ。

「住居探し」で同行者【同一世帯・同一行程】がある場合、１名分を追加で補助します。

※交付日から１年以内に市内に転入された方に、追加で残りの半額を支給します。

（本人分のみ・上限有）

上限 東京圏に在住 16,000円
大阪圏に在住 6,000円
交付回数の上限：１年度２回まで
ただし、住居探しは１年度１回まで

※予算がなくなり次第受付を終了します

「住居探し」の移住活動とは…

「採用面接」の移住活動とは…

倉敷市への移住に向けた市内での活動で、くらしき移住定住推進
室と住居探しのための不動産事業者等への訪問を含むものです。

倉敷市内に本社、支社、事務所等を有する法人が、市内事業
所での雇用のために行う採用面接を、市内で受ける活動です。

■くらしき移住就労サポートデスク（市の就労支援窓口）

専用フリーダイアル ０１２０－００７－４７８（岡山）

岡山：〒700-0952  岡山県岡山市北区平田１７０－１０８ 株式会社ＫＧ情報１F

東京：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町１－１８ 第３神田セントラルビル６F

■くらしき移住定住推進室

〒710-8565 岡山県倉敷市西中新田６４０ ℡ ０８６－４２６－３１５３

問い合わせ先・提出先

※移住等希望者とは、移住または二地域居住を希望している方です。
（転勤・進学の方は対象外です。）

市交通費補助ＨＰ

くらしき移住定住推進室
への訪問は

開庁日に限ります



事前に登録が必要な制度です。必ず、倉敷市に来る前に、
お近くの表記問い合わせ先に、お問い合わせください‼

「くらしき移住就労サポートデス
ク」か「くらしき移住定住推進室」
に相談して手続きの方法を確認して
ください。

事前に相談しよう１

採用面接・住居探しとも事前登録
が必要です。「住居探し」の場合
は、出発日の７日前までに「移住
活動計画書」に記入・提出して、
確認をうけます。

該当したら、登録を２

採用面接や不動産業者等の訪問など、
移住活動をしっかりと！
※マスクの着用・手指消毒等、新型コロナウィル
ス感染症対策もしっかりと！

交通機関の領収書を
受け取るのを忘れずに‼

さあ、倉敷に出発！３

移住活動の最終日から１か月以内に
「交付申請書」と領収書などの必要書
類を提出します。（住居探しの場合は）「移
住活動報告書」の提出が必要です。

自宅に帰った後、
補助金の申請をしよう！

４
採用面接実施証明書(様式２号)をもら
いましょう。

①くらしき移住定住推進室を訪問。
計画内容の確認をして倉敷の移住

情報についてお話します。
②不動産業者等を訪問。希望や条
件を伝え、物件を紹介してもらいま
しょう。名刺などをもらいます。

１年以内に倉敷市に
転入した場合は、申
請者１人分の交通費

の追加支給があり

ます。
注：転入後60日以内に

申請が必要です。

書類審査後、問題なければ、
倉敷市から補助金を支給し
ます。

補助金の支給

詳しくは、倉敷市くらしき移住定住推進室HP: で検索くらしきで暮らす 交通費補助ＨＰ

住居探し

採用面接

注


